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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成30年11月６日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、未確定でありました記載事項が平成31年２月

14日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するも

のであります。

 
２ 【訂正事項】

２　報告内容

（1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

（2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決

権に対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

（3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

②　異動の年月日

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

（1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

（訂正前）

名称 PT.HOKKAN DELTAPACK（仮称）

住所 インドネシア共和国　ジャカルタ首都特別州（予定）

代表者の氏名 Johannes Zaminda Jali（予定）

資本金 1,262,000百万インドネシアルピア（約9,500百万円）（予定）

事業の内容 飲料用パッケージ製造等
 

 （注）平成30年11月５日時点の為替レートにて換算しております。

 

（訂正後）

名称 PT.HOKKAN DELTAPACK INDUSTRI

住所 インドネシア共和国　ジャカルタ首都特別州

代表者の氏名 Johannes Zaminda Jali

資本金 1,262,000百万インドネシアルピア（10,374百万円）

事業の内容 飲料用パッケージ製造等
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 （2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決

権に対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

（訂正前）

異動前　－

異動後　未定

 

（訂正後）

異動前　－

異動後　1,009,600個

 
（3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

（訂正前）

当社はインドネシア共和国において事業展開するPT.DELTAPACK INDUSTRI及びそのグループ会社より、飲料用

パッケージ製造事業等を譲り受けることを決議し、その譲り受けにあたって、インドネシア共和国に子会社を

設立することを決議しました。

当該子会社は、当社の100％子会社として設立しますが、PT.DELTAPACK INDUSTRI及びそのグループ会社の事

業を譲り受けるに際して、PT.DELTAPACK INDUSTRIより資本参加を受け、その結果、当該子会社の総株主等の議

決権に対する割合は、当社が80％、PT.DELTAPACK INDUSTRIが20％となる予定であります。

なお、資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当すること

となります。

 

（訂正後）

当社はインドネシア共和国において事業展開するPT.DELTAPACK INDUSTRI及びそのグループ会社より、飲料用

パッケージ製造事業等を譲り受けることを決議し、その譲り受けにあたって、インドネシア共和国に子会社を

設立することを決議しました。

当該子会社は、当社の100％子会社として設立しましたが、PT.DELTAPACK INDUSTRI及びそのグループ会社の

事業を譲り受けるに際して、PT.DELTAPACK INDUSTRIより資本参加を受け、その結果、当該子会社の総株主等の

議決権に対する割合は、当社が80％、PT.DELTAPACK INDUSTRIが20％となりました。

なお、資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当することとなり、当社の特定子会社に該当す

ることとなりました。

 

②　異動の年月日

（訂正前）

平成31年１月～４月（予定）

（訂正後）

平成31年２月14日

 

以　上

EDINET提出書類

ホッカンホールディングス株式会社(E01354)

訂正臨時報告書

3/3


	表紙
	本文
	１臨時報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所

